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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取引金額の入力を受付ける表示部と、
　流通貨幣を金種別に収納する複数の金種別収納庫と、を備えた自動取引装置において、
　前記金種別収納庫の少なくとも一つを、記念貨幣である特定貨幣を収納する特定貨幣収
納庫に設定し、
　所定の条件として、通常前記表示部に表記されている言語とは異なる言語表記がなされ
た場合に、前記表示部に前記特定貨幣を排出するか否かを選択可能に表示した特定貨幣排
出選択画面を表示し、
　前記特定貨幣選択排出画面から前記特定貨幣の排出が選択されたときは、前記取引金額
から前記特定貨幣の額面に相当する金額を差引いた額の前記流通貨幣と、前記特定貨幣と
を排出することを特徴とする自動取引装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の自動取引装置において、
　前記特定貨幣収納庫は、前記金種別収納庫の設定金種を切替えて設定することを特徴と
する自動取引装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の自動取引装置において、
　前記切替えた設定金種の前記流通貨幣は、他の金種別収納庫の前記流通貨幣で代替えし
て排出することを特徴とする自動取引装置。
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【請求項４】
　請求項２または請求項３に記載の自動取引装置において、
　前記切替える設定金種は、取扱頻度が少ない金種を選定することを特徴とする自動取引
装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の自動取引装置において、
　前記所定の条件は、出金取引における出金金額が一定額以上であることを特徴とする自
動取引装置。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の自動取引装置において、
　前記所定の条件は、出金取引の場合に、顧客の預金額が一定額以上であり、かつ定期預
金の契約がなされていることであることを特徴とする自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、顧客との取引を自動で行う現金自動預払機等の自動取引装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の自動取引装置は、顧客からの取引に応じた入力を受付ける操作部と、顧客から入
金された紙幣や顧客に出金する紙幣を収納する紙幣収納庫を有する紙幣入出金機構部、顧
客から入金された硬貨や顧客に出金する硬貨を収納する硬貨収納庫を有する硬貨入出金機
構部、カード機構部、通帳機構部等を備え、出金取引を行う場合は、カード機構部で顧客
のキャッシュカードを受付け、操作部で暗証番号を入力させ、操作部で出金金額を入力さ
せた後に、ホストコンピュータと交信して取引を成立させ、紙幣入出金機構部から出金金
額を構成する紙幣を繰出すと共に、硬貨入出金機構部から出金金額を構成する硬貨を繰出
して顧客に排出している（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１０２６９０号公報（段落００１２－００１５、００１８
－００２２、第２図、第６図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の技術においては、硬貨収納庫は、流通硬貨（現在の市場
で流通している硬貨のことをいう。）を金種別（日本国の場合は、１円、５円、１０円、
５０円、１００円、５００円）に収納し、紙幣収納庫は、流通紙幣（現在の市場で流通し
ている紙幣のことをいう。）を金種別（日本国の場合は、千円紙幣、２千円紙幣、５千円
紙幣、１万円紙幣）に収納して、出金金額を構成する硬貨および／もしくは紙幣を顧客に
排出している。このため、例えば、オリンピック等の特別な行事が開催される場合に発行
される記念硬貨や記念紙幣（これらを総称する場合は、記念貨幣という。）が発行されて
も、既存の現金自動預払機でこれらの特定貨幣としての記念貨幣を排出することができず
、顧客の要望に応えることができないという問題がある。
【０００５】
　また、現金自動預払機で記念貨幣を排出しようとして、金種別の収納庫に加えて記念貨
幣の専用収納庫を設けた場合は、通常の現金自動預払機を大幅に改造しなければならない
。このため、現金自動預払機自体が大型化して設置場所の変更や設置台数の低減が必要に
なると共に、現金自動預払機の製造コストが増加するという問題がある。
　更に、記念貨幣は、その発行数量が流通貨幣に比べて少なく、記念貨幣は当該行事の記
念として仕舞い込まれてしまい流通することが少ないため、記念貨幣専用収納庫を別に設
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けた場合には、当該記念貨幣が全て発行された後は記念貨幣専用収納庫の用途がなくなっ
てしまう。このため、不当に大型化した現金自動預払機を使用し続けなければならないと
いう問題がある。
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、既存の現金自動預払機を用
いて、記念貨幣を排出する手段を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するために、取引金額の入力を受付ける表示部と、流通貨幣
を金種別に収納する複数の金種別収納庫と、を備えた自動取引装置において、前記金種別
収納庫の少なくとも一つを、記念貨幣である特定貨幣を収納する特定貨幣収納庫に設定し
、所定の条件として、通常前記表示部に表記されている言語とは異なる言語表記がなされ
た場合に、前記表示部に前記特定貨幣を排出するか否かを選択可能に表示した特定貨幣排
出選択画面を表示し、前記特定貨幣選択排出画面から前記特定貨幣の排出が選択されたと
きは、前記取引金額から前記特定貨幣の額面に相当する金額を差引いた額の前記流通貨幣
と、前記特定貨幣とを排出することを特徴とする。
 
【発明の効果】
【０００７】
　これにより、本発明は、既存の現金自動預払機を用いて、通常排出されることのない記
念貨幣の排出を容易に行うことができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例１の現金自動預払機を示すブロック図
【図２】実施例１の現金自動預払機の外観を示す説明図
【図３】実施例１の硬貨入出金部を示すブロック図
【図４】実施例１の金種別硬貨収納庫の通常時の設定金種を示す説明図
【図５】実施例１の紙幣入出金部を示すブロック図
【図６】実施例１の人種別紙幣収納庫の通常時の設定金種を示す説明図
【図７】実施例１の記念硬貨の排出処理を示すフローチャート
【図８】実施例１の金種別硬貨収納庫の記念硬貨排出時の設定金種を示す説明図
【図９】実施例１の取引選択画面の表示例を示す説明図
【図１０】実施例１の出金金額入力画面の表示例を示す説明図
【図１１】実施例１の出金金額確認画面の表示例を示す説明図
【図１２】実施例１の記念硬貨種別選択画面の表示例を示す説明図
【図１３】実施例１の記念硬貨排出内容確認画面の表示例を示す説明図
【図１４】実施例１の金種別硬貨収納庫の記念硬貨排出時の設定金種の他の態様を示す説
明図
【図１５】実施例１の金種別硬貨収納庫の記念硬貨排出時の設定金種の他の態様を示す説
明図
【図１６】実施例１の金種別紙幣収納庫の記念紙幣排出時の設定金種を示す説明図
【図１７】実施例１の記念紙幣の排出処理を示すフローチャート
【図１８】実施例１の記念紙幣種別選択画面の表示例を示す説明図
【図１９】実施例１の記念紙幣排出内容確認画面の表示例を示す説明図
【図２０】実施例２の記念硬貨の排出処理を示すフローチャート
【図２１】実施例３の記念硬貨の排出処理を示すフローチャート
【図２２】実施例３の外国語取引選択画面の表示例を示す説明図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、図面を参照して本発明による自動取引装置の実施例について説明する。
【実施例１】
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【００１０】
　以下に、図１ないし図１９を用いて本実施例の現金自動預払機について説明する。
　図１、図２において、自動取引装置としての現金自動預払機１は、銀行等の金融機関の
支店やコンビニエンスストア等の店舗に設置され、顧客との間での取引を自動で行う。
　金融機関のセンタ等に設置された上位装置としてのホストコンピュータ２は、店舗に設
置されている現金自動預払機１と専用回線や電話回線等の通信回線３を介して接続してい
る。また、ホストコンピュータ２は、口座開設者である顧客の口座の金融機関名や店番号
、口座番号、口座科目等の口座情報やその暗証番号、口座残高、定期預金額、取引履歴等
の顧客情報を保有して顧客の口座を管理する。
【００１１】
　現金自動預払機１の制御部５は、通信回線３を介してホストコンピュータ２と接続して
おり、現金自動預払機１内の各部を制御して取引処理等を実行する機能等を有している。
　記憶部６は、制御部５が実行するプログラムやそれに用いる各種のデータおよび制御部
５による処理結果等が格納される。
　表示部７は、現金自動預払機１の前面に設けられ、ＬＣＤ等の表示画面７ａや入力手段
としてのタッチパネル等を備えている。また、表示部７は、その表示画面７ａに取引選択
画面や取引金額入力画面等の各種の入力画面、顧客の処置を促す画面等を表示する他、入
力手段により顧客からの入力を受付ける。
【００１２】
　カード取扱部８は、カード挿入口８ａから挿入された顧客のキャッシュカードやクレジ
ットカード等の取引カードの磁気ストライプやＩＣチップ等に記録されている顧客の口座
情報等のカード情報を読み書きする機能を有すると共に明細票等に取引内容等を印刷する
機能等を有している。
　通帳取扱部９は、通帳挿入口９ａから挿入された顧客の通帳の磁気ストライプやＩＣチ
ップ等に記録されている通帳情報を読み書きする機能を有すると共に取引内容等を顧客の
通帳に記帳する機能等を有している。
【００１３】
　硬貨入出金部１０は、制御部５からの指令により、入金取引時等に硬貨入出金口１１に
よって顧客が投入した硬貨を受入れ、これを鑑別および計数して収納庫に収納し、出金取
引時等に収納庫から顧客に支払う硬貨を繰出し、これを計数して硬貨入出金口１１から排
出して顧客に引渡す機能を有している。
　本実施例の硬貨入出金部１０は、図３に示すように、顧客が投入した硬貨を受入れ、顧
客に支払う硬貨を集積する硬貨入出金口１１、および硬貨に関する各種の鑑別（硬貨の真
偽、正損、金種等の認識や、連鎖、重送等の搬送異常の判定等）を行う硬貨鑑別部１２、
硬貨を金種別に収納する複数の金種別硬貨収納庫１３、金種別硬貨収納庫１３に収納しき
れなくなった硬貨を金種を混在させて収納する硬貨回収庫１４、これらの間で硬貨を搬送
する硬貨搬送路やその切替機構、駆動機構等からなる硬貨搬送部１５等により構成されて
いる。
【００１４】
　また、本実施例の硬貨入出金部１０の６つの金種別硬貨収納庫１３ａ～１３ｆの通常時
の設定金種は、図４に示すように、流通硬貨の全金種について設定されている。金種別硬
貨収納庫１３ａは１円硬貨を収納する収納庫、金種別硬貨収納庫１３ｂは５円硬貨を収納
する収納庫、金種別硬貨収納庫１３ｃは１０円硬貨を収納する収納庫、金種別硬貨収納庫
１３ｄは５０円硬貨を収納する収納庫、金種別硬貨収納庫１３ｅは１００円硬貨を収納す
る収納庫、金種別硬貨収納庫１３ｆは５００円硬貨を収納する収納庫となるように設定さ
れる。
【００１５】
　紙幣入出金部２０は、制御部５からの指令により、入金取引時等に紙幣入出金口２１に
よって顧客が投入した紙幣を受入れ、これを鑑別および計数して収納庫に収納し、出金取
引時等に収納庫から顧客に支払う紙幣を繰出し、これを計数して紙幣入出金口２１から排
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出して顧客に引渡す機能を有している。
　本実施例の紙幣入出金部２０は、図５に示すように、顧客が投入した紙幣を受入れ、顧
客に支払う紙幣を集積する紙幣入出金口２１、および紙幣に関する各種の鑑別（紙幣の真
偽、正損、金種等の認識や、連鎖、重送、斜行等の搬送異常の判定等）を行う紙幣鑑別部
２２、紙幣を金種別に収納する金種別紙幣収納庫２３、これらの間で紙幣を搬送する紙幣
搬送路やその切替機構と駆動機構等からなる紙幣搬送部２５等により構成されている。
【００１６】
　また、本実施例の紙幣入出金部２０の４つの金種別紙幣収納庫２３ａ～２３ｄの通常時
の設定金種は、図６に示すように、流通紙幣の各金種について設定されている。金種別紙
幣収納庫２３ａは千円紙幣（千券という。）を収納する収納庫、金種別紙幣収納庫２３ｂ
と２３ｃは１万円紙幣（万券という。）を収納する収納庫、金種別紙幣収納庫２３ｄは２
千円紙幣（２千券という。）と５千円紙幣（５千券という。）とを混在させて収納する収
納庫となるように設定される。
【００１７】
　なお、２千券と５千券とを混在させて収納する金種別紙幣収納庫２３ｄは、入金された
２千券または５千券を収納する収納庫であって、収納されている２千券または５千券は出
金取引時に繰出されることはない。つまり本実施例の現金自動預払機１では、出金取引は
万券、千券のみで行われる。
　以下に、本実施例の現金自動預払機１による記念貨幣排出処理について説明する。
【００１８】
　まず、額面が１０００円と５００円の２種類の記念硬貨が発行された場合について説明
する。
　本実施例のホストコンピュータ２には、現金自動預払機１と交信して本人認証や顧客の
口座の入出金等を管理する機能等を有する通常の勘定方管理プログラムが予めインストー
ルされており、ホストコンピュータ２が実行する勘定方管理プログラムのステップにより
本実施例のホストコンピュータ２の各機能手段が形成される。
【００１９】
　本実施例の現金自動預払機１の記憶部６には、顧客が選択した取引の入力を受付け、こ
れを基にホストコンピュータ２と交信して顧客との取引処理を自動で行う機能等を有する
通常の取引処理プログラムに、図７等を用いて説明する出金取引時の記念貨幣排出処理（
詳細は後述する。）を行う機能を有するアプリケーションプログラム等が追加された業務
処理実行プログラムが予め格納されており、制御部５が実行する業務処理実行プログラム
のステップにより本実施例の現金自動預払機１の各機能手段が形成される。
　また、記憶部６には、記念硬貨を排出する際に、出金金額が一定額以上であることを所
定の条件とするために、その条件を判定するための規定金額（本実施例では、５万円）が
予め設定されて格納される。
【００２０】
　更に、記憶部６には、図８に示す各金種別硬貨収納庫１３の設定金種が、予め設定され
て格納されており、本実施例では、金種別硬貨収納庫１３ｂの設定金種が通常時の５円か
ら１０００円記念硬貨を収納するように切替えられ、金種別硬貨収納庫１３ｆの設定金種
が通常時の５００円から５００円記念硬貨を収納するように切替えられて設定されている
。
　この場合の設定金種の切替は、ある金種により代替え出金が可能な金種（非代替金種と
いう。これを代替えにより出金する金種を代替金種という）を選定して行う。
【００２１】
　すなわち、十進法における一十百千等の位を表す各数詞の、数字を表す最小の数詞（１
、１０、１００等）を額面とした硬貨を代替金種の硬貨（代替硬貨ともいう。）とし、位
を表す数詞の中間の数詞（５、５０、５００等）を額面とした硬貨を非代替金種の硬貨（
非代替硬貨ともいう。）として、非代替硬貨を収納する金種別硬貨収納庫１３の設定金種
を、記念硬貨を収納するように設定を切替える。
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　例えば、非代替硬貨を５円硬貨とし代替硬貨を１円硬貨として、５円硬貨を１円硬貨５
枚で代替え出金すれば、５円硬貨を収納する金種別硬貨収納庫１３ｂを１０００円記念硬
貨を収納する収納庫に切替えても、出金時の排出枚数が異常に増加することはなく、出金
時の排出制限枚数を超えることを極めて寡な場合に限ることができる。
【００２２】
　この場合の非代替金種の選定は、現金自動預払機１が設置されている店舗において取扱
頻度が最も少ない金種から順に選定するのが望ましい。流通硬貨のみを使用する通常の顧
客に対する機能ダウンのイメージを与え難くすることができるからである。
　なお、各金種別紙幣収納庫２３の設定金種は、上記した図６に示す通常時の設定金種が
、予め設定されて記憶部６に格納されている。
　また、硬貨鑑別部１２は、出金時における硬貨の鑑別時に、鑑別した硬貨が記念硬貨で
あることおよびその額面が鑑別できるよう構成されている。
【００２３】
　以下に、図７に示すフローチャートを用い、Ｓで示すステップに従って本実施例の現金
自動預払機１による記念貨幣排出処理における記念硬貨の排出処理の処理動作について説
明する。
　本実施例の記念貨幣排出処理は、顧客が出金取引を選択した場合にのみ実行される。
　金融機関の店舗の係員が、始業時等に現金自動預払機１へ電源を投入すると、現金自動
預払機１の記憶部６に格納されている業務処理実行プログラムが自動的に起動される。
【００２４】
　Ｓ１：業務処理実行プログラムが起動すると、現金自動預払機１の制御部５は、業務処
理実行プログラムにより、その表示部７の表示画面７ａに図９に示す取引選択画面を表示
して待機する。
　取引選択画面には、出金取引のための「お引き出し」ボタン、入金取引のための「お預
け入れ」ボタン、振込取引のための「お振り込み」ボタン、通帳に未記入の取引データを
記帳する通帳記帳取引のための「通帳記帳」ボタン、口座残高を照会する残高照会取引の
ための「残高照会」ボタン等の各種の取引を選択するための取引選択ボタンおよび、右上
隅に、英語による画面表記を選択するための「Ｅｎｇｌｉｓｈ」ボタン等の外国語表記選
択ボタンが表示されている。
【００２５】
　本実施例では、顧客は出金取引を選択し、表示画面７ａからタッチパネルによって「お
引き出し」ボタンを押下する。
　Ｓ２：顧客の選択した取引を出金取引と認識した制御部５は、表示画面７ａに取引カー
ドの挿入を促す旨の文言等を表示した取引カード挿入依頼画面を表示し、顧客はこれに従
って取引カードをカード取扱部８のカード挿入口８ａに挿入する。
【００２６】
　このとき、制御部５はカード取扱部８によって、取引カードの磁気ストライプ等に記録
されている顧客の口座番号等のカード情報を読取り、読取ったカード情報を記憶部６に一
時保存する。
　Ｓ３：カード情報を読取った制御部５は、表示画面７ａに、暗証番号の入力を促す旨の
文言等および暗証番号表示欄とその入力のためのテンキーや入力の間違いを訂正するため
の「訂正」ボタン等が表示された暗証番号入力画面を表示する。
　顧客は、暗証番号入力画面から表示されたテンキー等によって暗証番号を入力する。
【００２７】
　Ｓ４：入力された暗証番号を認識した制御部５は、表示画面７ａに図１０に示す出金金
額入力画面を表示する。
　出金金額入力画面には、取引金額である出金金額の表示欄とその入力のためのテンキー
や、入力の間違いを訂正するための「訂正」ボタン、出金金額の入力終了を指示するため
の「円」ボタン等が表示される。
　顧客は、出金金額入力画面から表示されたテンキー等によって出金金額を入力して「円
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」ボタンを押下する。
　Ｓ５：「円」ボタンの押下により入力された出金金額を認識した制御部５は、認識した
出金金額が規定金額（本実施例では、５万円）以上の場合はステップＳ７へ移行する。出
金金額が規定金額未満の場合はステップＳ６へ移行する。
【００２８】
　Ｓ６：出金金額が規定金額未満と判定した制御部５は、表示画面７ａに、出金金額の確
認を促す旨の文言、入力された出金金額の表示、出金金額を確定するための「確認」ボタ
ン、取引を中止するための「取消」ボタン等を表示した通常の出金金額確認画面を表示す
る。
　顧客は、表示された出金金額を確認して「確認」ボタンを押下し、これを受付けた制御
部５はステップＳ９へ移行する。
　なお、「取消」ボタンが押下された場合、これを受付けた制御部５は今回の取引処理を
終了させ、ステップＳ１へ戻って表示画面７ａに取引選択画面を表示して待機する。
【００２９】
　Ｓ７：出金金額が規定金額以上と判定した制御部５は、表示画面７ａに図１１に示す特
定貨幣排出選択画面としての出金金額確認画面を表示する。
　本実施例の出金金額確認画面には、出金金額の確認を促す旨の文言と記念硬貨の排出を
受付ける旨の文言、入力された出金金額の表示、記念硬貨の排出を選択するための「記念
硬貨希望」ボタン、出金金額を確定するための「確認」ボタン、取引を中止するための「
取消」ボタン等が表示される。
　顧客は、記念硬貨の排出を選択するときは「記念硬貨希望」ボタンを、記念硬貨の排出
を選択せずに出金金額を確定するときは「確認」ボタンを、取引を中止するときは「取消
」ボタンを押下する。
【００３０】
　Ｓ８：表示画面７ａに表示したボタンの押下を受付けた制御部５は、「記念硬貨希望」
ボタンが押下された場合はステップＳ１０へ移行する。「確認」ボタンが押下された場合
はステップＳ９へ移行する。
　なお、「取消」ボタンが押下された場合、制御部５は今回の取引処理を終了させ、ステ
ップＳ１へ戻って表示画面７ａに取引選択画面を表示して待機する。
　Ｓ９：上記ステップＳ６またはＳ８から移行した制御部５は、出金金額を構成する出金
貨幣の各枚数を算出し、これを出金貨幣構成として記憶部６に一時保存し、ステップＳ１
２へ移行する。
【００３１】
　Ｓ１０：「記念硬貨希望」ボタンの押下を受付けた制御部５は、表示画面７ａに、図１
２に示す記念硬貨種別選択画面を表示する。
　記念硬貨種別選択画面には、記念硬貨の種別の選択を促す旨の文言、排出可能な記念硬
貨の選択ボタン（本説明では「１０００円硬貨」ボタンと「５００円硬貨」ボタン）、前
画面を再表示するための「前画面へ戻る」ボタン、次画面へ移行するための「次へ」ボタ
ン、取引を中止するための「取消」ボタン等が表示される。
【００３２】
　顧客は、記念硬貨の種別を選択するときは、いずれか一方または両方の前記選択ボタン
を押下した後に「次へ」ボタンを押下する（本説明では、顧客は「１０００円硬貨」ボタ
ンの選択後に「次へ」ボタンを押下したものとして説明する。）。
　なお、「取消」ボタンが押下された場合は、制御部５は、今回の取引処理を終了させ、
ステップＳ１へ戻って表示画面７ａに取引選択画面を表示して待機する。
　また、「前画面へ戻る」ボタンが押下された場合、制御部５はステップＳ７へ戻って表
示画面７ａに本実施例の出金金額確認画面を再表示する。
【００３３】
　Ｓ１１：「次へ」ボタンの押下を受付け、選択された記念硬貨の種別を１０００円硬貨
と認識した制御部５は、出金金額を構成する、選択された記念硬貨種別の硬貨を１枚含む



(8) JP 6491450 B2 2019.3.27

10

20

30

40

50

出金貨幣の各枚数を算出し、これを出金貨幣構成として記憶部６に一時保存し、表示画面
７ａに図１３に示す記念硬貨排出内容確認画面を表示する。
　記念硬貨排出内容確認画面には、出金金額の確認を促す旨の文言、出金金額を構成する
記念硬貨を含む出金貨幣の枚数、入力された出金金額の表示、出金金額を確定するための
「確認」ボタン、前画面を再表示するための「前画面へ戻る」ボタン、取引を中止するた
めの「取消」ボタン等が表示される。
【００３４】
　顧客は、表示された出金金額および排出される貨幣の構成を確認して「確認」ボタンを
押下し、これを受付けた制御部５はステップＳ１２へ移行する。
　なお、「取消」ボタンが押下された場合、これを受付けた制御部５は今回の取引処理を
終了させ、ステップＳ１へ戻って表示画面７ａに取引選択画面を表示して待機する。
　また、「前画面へ戻る」ボタンが押下された場合、制御部５はステップＳ１０へ戻って
表示画面７ａに記念硬貨種別選択画面を再表示する。
【００３５】
　Ｓ１２：上記ステップＳ９で出金貨幣構成を算出した、またはステップＳ１１で「確認
」ボタンの押下を受付けた制御部５は、ホストコンピュータ２との間で出金取引の交信処
理を行う。
　すなわち、制御部５は表示画面７ａにしばらくの間の待機を促す旨の文言等を表示した
待機依頼画面を表示すると共に、ステップＳ２で読取ったカード情報にステップＳ３で入
力された暗証番号や出金金額等を添付した出金取引の取引電文を作成し、これを通信回線
３を介してホストコンピュータ２へ送信する。
【００３６】
　出金取引の取引電文を受信したホストコンピュータ２は、顧客認証のために取引電文に
含まれるカード情報を基に顧客情報を検索して該当する顧客情報の暗証番号と取引電文の
暗証番号とを照合し、暗証番号が一致した場合は顧客を認証し、口座残高に不足がない場
合は取引許可の旨を電文にした取引許可の取引可否電文を作成すると共に該当する顧客情
報の口座残高を更新する。暗証番号が一致しない場合や口座残高が不足している場合には
、取引不許可の旨にそれぞれの内容を添付した取引不許可の取引可否電文を作成する。
　そして、ホストコンピュータ２は、作成した取引可否電文を送信元の現金自動預払機１
へ通信回線３を介して送信する。取引可否電文を受信した現金自動預払機１の制御部５は
出金取引の交信処理を終了する。
【００３７】
　Ｓ１３：受信した取引可否電文により顧客との取引を許可と認識した制御部５は貨幣繰
出処理を実行する。
　すなわち、制御部５は、上記ステップＳ９またはステップＳ１１で記憶部６に保存され
ている出金貨幣構成を読出し、出金貨幣構成に硬貨が含まれている場合は、出金貨幣構成
に該当する金種の硬貨を、記憶部６の設定金種を基に金種別硬貨収納庫１３から繰出して
硬貨搬送部１５により硬貨鑑別部１２へ搬送し、硬貨鑑別部１２で金種および枚数を確認
しながら硬貨入出金口１１に集積する。
【００３８】
　また、制御部５は、出金貨幣構成に紙幣が含まれている場合は、出金貨幣構成に該当す
る金種の紙幣を、記憶部６の設定金種を基に金種別紙幣収納庫２３から繰出して紙幣搬送
部２５により紙幣鑑別部２２へ搬送し、紙幣鑑別部２２で金種および枚数を確認しながら
紙幣入出金口２１に集積する。
　本実施例において、上記ステップＳ４で出金金額として５万円が入力され、ステップ７
で「記念硬貨希望」ボタンが押下され、ステップＳ１０で「１０００円硬貨」ボタンが押
下されている場合は、図８に示す金種別硬貨収納庫１３ｂから１０００円記念硬貨が１枚
繰出されて硬貨入出金口１１に集積され、その記念硬貨の額面に相当する金額を出金金額
から差し引いた４９０００円を構成する万券４枚が図６に示す金種別紙幣収納庫２３ｃか
ら繰出され、千券９枚が金種別紙幣収納庫２３ａから繰出されて紙幣入出金口２１に集積
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される。
【００３９】
　これと並行して、制御部５は、取引内容等を基に印刷データを作成し、これをカード取
扱部８へ送って明細票を印刷する。
　なお、制御部５が、取引可否電文により顧客との取引を不許可と認識した場合は、表示
画面７ａに取引不許可の旨の文言等を表示した取引不許可画面を表示し、顧客はその内容
を確認して確認操作を行う。この確認操作を受付けた制御部５は、取引カードをカード取
扱部８のカード挿入口８ａから排出し、顧客の受取りを確認して今回の取引処理を終了さ
せ、ステップＳ１へ戻って表示画面７ａに取引選択画面を表示して待機する。
【００４０】
　Ｓ１４：出金貨幣構成に該当する貨幣の集積および明細票の印刷を終えた制御部５は、
表示画面７ａに貨幣や取引カード、明細票の受取りを促す旨の文言等を表示した貨幣等受
取依頼画面を表示し、硬貨入出金口１１および／もしくは紙幣入出金口２１を開放して顧
客に排出すると共に、取引カードや明細票をカード挿入口８ａから排出する。
　制御部５は、顧客によるこれらの受取りを確認して今回の取引処理を終了させ、ステッ
プＳ１へ戻って表示画面７ａに取引選択画面を表示して待機する。
【００４１】
　なお、上記ステップＳ１１において、顧客が記念硬貨の排出を不要と思った場合は、「
前画面へ戻る」ボタンを押下し、再表示された前画面で再度「前画面へ戻る」ボタンを押
下してステップＳ７に戻り、本実施例の出金金額確認画面を再表示させて「確認」ボタン
を押下すれば、記念硬貨の排出を中止して流通貨幣のみでの出金を受けることが可能にな
る。
　また、本実施例の現金自動預払機１では、入金取引において記念硬貨による入金は受付
けないようにしている。仮に、入金貨幣に記念硬貨が含まれている場合は、当該記念硬貨
は硬貨搬送部１５によって硬貨入出金口１１に搬送されて顧客に返却される。
【００４２】
　更に、入金取引において非代替硬貨、例えば、５００円硬貨が入金された場合は、通常
時の５００円硬貨の金種別硬貨収納庫１３ｆは（図４参照）、５００円記念硬貨の収納庫
に切替えられているので、入金金額の確定後に硬貨回収庫１４へ搬送して収納される。
　上記説明では、２種類の記念硬貨の収納庫を、通常時５円硬貨を収納する金種別硬貨収
納庫１３ｂと５００円硬貨を収納する金種別硬貨収納庫１３ｆの設定金種を切替えて用い
るとして説明したが、発行された記念硬貨が１種類の場合は、図１４に示すように、前記
金種別硬貨収納庫１３のいずれか一つを用いるようにし、発行された記念硬貨が３種類の
場合は、図１５に示すように、通常時５円、５０円、５００円の硬貨を収納する金種別硬
貨収納庫１３ｂ、１３ｄ、１３ｆをそれぞれ記念硬貨を収納する収納庫として用いるよう
にするとよい。
【００４３】
　また、上記説明では、ステップＳ７で記念硬貨の排出が選択された場合は、記念硬貨を
１枚排出するとして説明したが、出金金額を限度として多数の記念硬貨で排出する場合は
、図１５に示すように、前記した通常時５円、５０円、５００円の硬貨を収納する金種別
硬貨収納庫１３ｂ、１３ｄ、１３ｆを同一または２種類の記念硬貨を収納する収納庫とし
て用いるとよい。
【００４４】
　この場合に、複数枚の記念硬貨を排出するときは、図１２に示した記念硬貨種別選択画
面の次画面として、排出枚数を入力するテンキー等（図１０参照）を表示した排出枚数入
力画面を表示し、排出枚数の入力後に、図１３に示した記念硬貨排出内容確認画面を表示
するようにする。
　このようにして、本実施例の現金自動預払機１による記念貨幣排出処理における記念硬
貨の排出処理が実行される。
【００４５】



(10) JP 6491450 B2 2019.3.27

10

20

30

40

50

　次に、額面が１００００円の１種類の記念紙幣が発行された場合について説明する。
　本説明における現金自動預払機１の記憶部６には、上記記念硬貨の場合と同様に、出金
金額が一定額以上であることを所定の条件とするために、その条件を判定するための規定
金額（本実施例では、５万円）が予め設定されて格納される。
　また、記憶部６には、図１６に示す各金種別紙幣収納庫２３の設定金種が、予め設定さ
れて格納されており、本実施例では、金種別紙幣収納庫２３ｃの設定金種が通常時の１０
０００円から１００００円記念紙幣を収納するように切替えられて設定されている。
【００４６】
　この場合の設定金種の切替は、通常時に同一金種の紙幣を収納する複数の金種別紙幣収
納庫２３（図６の例では万券収納庫）の内のいずれか一つを選定して行う。
　なお、各金種別紙幣収納庫２３の設定金種は、上記した図６に示す通常時の設定金種が
、予め設定されて記憶部６に格納されている。
　また、紙幣鑑別部２２は、出金時における紙幣の鑑別時に、鑑別した紙幣が記念紙幣で
あることおよびその額面が鑑別できるよう構成されている。
【００４７】
　以下に、図１７に示すフローチャートを用い、ＳＡで示すステップに従って本実施例の
現金自動預払機１による記念貨幣排出処理における記念紙幣の排出処理の処理動作につい
て説明する。
　記念紙幣の排出処理におけるステップＳＡ１～ＳＡ９の処理動作は、上記記念硬貨の排
出処理（図７）におけるステップＳ１～Ｓ９の処理動作と同様であるので、その説明を省
略する。
　この場合に、上記記念硬貨の排出処理の説明において「硬貨」とあるのは「紙幣」と読
み替えるものとする。
【００４８】
　ＳＡ１０：「記念紙幣希望」ボタンの押下を受付けた制御部５は、表示画面７ａに図１
８に示す記念紙幣種別選択画面を表示する。
　記念紙幣種別選択画面には、記念紙幣の種別の選択を促す旨の文言、排出可能な記念紙
幣の選択ボタン（本説明では「１００００円紙幣」ボタン）、前画面を再表示するための
「前画面へ戻る」ボタン、取引を中止するための「取消」ボタン等が表示される。
【００４９】
　顧客は、記念紙幣の種別を選択するときは、前記選択ボタンを押下する（本説明では、
顧客は「１００００円紙幣」ボタンのみを押下する。）。
　このように、発行された記念貨幣が１種類の場合は、「次へ」ボタンを省略して記念紙
幣の種別の選択ボタンの押下によって種別の確定を行うようにすれば、顧客の取引操作に
おける負担を軽減することができる。
　なお、「取消」ボタンが押下された場合および「前画面へ戻る」ボタンが押下された場
合の処理動作は、上記記念硬貨の排出処理におけるステップＳ１０の処理動作と同様であ
る。
【００５０】
　ＳＡ１１：「１００００円紙幣」ボタンの押下を受付け、選択された記念紙幣の種別を
１００００円紙幣と認識した制御部５は、出金金額を構成する、選択された記念紙幣種別
の紙幣を１枚含む出金貨幣の各枚数を算出し、これを出金貨幣構成として記憶部６に一時
保存し、表示画面７ａに図１９に示す記念紙幣排出内容確認画面を表示する。
【００５１】
　記念紙幣排出内容確認画面には、出金金額の確認を促す旨の文言、出金金額を構成する
記念紙幣を含む出金貨幣の枚数、入力された出金金額の表示、出金金額を確定するための
「確認」ボタン、前画面を再表示するための「前画面へ戻る」ボタン、取引を中止するた
めの「取消」ボタン等が表示される。
　顧客は、表示された出金金額および排出される貨幣の構成を確認して「確認」ボタンを
押下し、これを受付けた制御部５はステップＳＡ１２へ移行する。
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【００５２】
　なお、「取消」ボタンが押下された場合および「前画面へ戻る」ボタンが押下された場
合の処理動作は、上記記念硬貨の排出処理におけるステップＳ１１の処理動作と同様であ
る。
　その後のステップＳＡ１２の処理動作は、上記記念硬貨の排出処理におけるステップＳ
１２の処理動作と同様であるので、その説明を省略する。
　ＳＡ１３：受信した取引可否電文により顧客との取引を許可と認識した制御部５は、上
記ステップＳＡ９またはステップＳＡ１１で記憶部６に保存されている出金貨幣構成を読
出し、上記記念硬貨の排出処理におけるステップＳ１３と同様にして貨幣繰出処理を実行
する。
【００５３】
　本実施例において、上記ステップＳＡ４で出金金額として５万円が入力され、ステップ
ＳＡ７で「記念紙幣希望」ボタンが押下され、ステップＳＡ１０で「１００００円紙幣」
ボタンが押下されている場合は、図１６に示す金種別紙幣収納庫２３ｃから１００００円
記念紙幣が１枚繰出されて紙幣入出金口２１に集積され、その記念紙幣の額面に相当する
金額を出金金額から差し引いた４００００円を構成する万券４枚が、金種別紙幣収納庫２
３ｂから繰出されて紙幣入出金口２１に集積される。
　これと並行して、制御部５は、取引内容等を基に印刷データを作成し、これをカード取
扱部８へ送って明細票を印刷する。
【００５４】
　なお、取引可否電文により顧客との取引を不許可と認識した場合の処理動作は、上記記
念硬貨の排出処理におけるステップＳ１３の処理動作と同様である。
　その後のステップＳＡ１４の処理動作は、上記記念硬貨の排出処理におけるステップＳ
１４の処理動作と同様であるので、その説明を省略する。
　なお、本実施例の現金自動預払機１では、入金取引において記念紙幣による入金は受付
けないようにしている。仮に、入金貨幣に記念紙幣が含まれている場合は、当該記念紙幣
は紙幣搬送部２５によって紙幣入出金口２１に搬送されて顧客に返却される。
【００５５】
　上記説明では、図６に示すように、同一の金種の収納庫である２つの万券収納庫の内の
金種別紙幣収納庫２３ｃを記念紙幣の収納庫に切替えるとして説明したが、現金自動預払
機１が設置されている店舗において取扱頻度が少ない金種の収納庫、例えば、５千券と２
千券とを収納する金種別紙幣収納庫２３ｄの設定金種を切替えて、記念紙幣の収納庫とし
て用いるようにしてもよい。このようにすれば、金種別紙幣収納庫２３ｃ、２３ｄを２種
類の記念紙幣をそれぞれ収納する収納庫として、または１種類の記念紙幣を多数発行する
場合の収納庫として用いることができる。
　この場合に、入金された５千券と２千券は図示しない紙幣回収庫等に収納するようにす
る。
【００５６】
　なお、流通紙幣を金種毎に４つの収納庫にそれぞれ収納し、各紙幣を出金にも用いる現
金自動預払機の場合は、上記硬貨の場合と同様に、千の位を表す数詞の中間の数詞（２０
００、５０００等）を額面とした紙幣である５千券、２千券の収納庫の設定金種を、記念
紙幣を収納する収納庫に切替え、非代替金種の紙幣である５千券、２千券を代替金種の紙
幣である千券で排出するようにするとよい。
　この場合に、非代替金種の紙幣とした５千券および／もしくは２千券が入金された場合
は、図示しない紙幣回収庫等に収納するようにする。
　このようにして、本実施例の現金自動預払機１による記念貨幣排出処理における記念紙
幣の排出処理が実行される。
【００５７】
　以上説明したように、本実施例では、複数の金種別収納庫を有する現金自動預払機にお
いて、その金種別収納庫の少なくとも一つを、当該金種別収納庫の設定金種を切替えて記
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念貨幣を収納する収納庫とし、現金自動預払機が判定する所定の条件を満たしたときに、
特定貨幣排出選択画面としての出金金額確認画面を表示し、出金金額確認画面から記念貨
幣の排出が選択されたときに、出金金額から記念貨幣の額面に相当する金額を差引いた額
の貨幣と、記念貨幣とを排出するようにしたので、既存の現金自動預払機を用いて、通常
排出されることのない記念貨幣の排出を容易に行うことが可能になり、金融機関にとって
は大きな宣伝効果が期待される。
　なお、本実施例では、記念紙幣を排出する現金自動預払機を例に説明したが、記念紙幣
の収納庫に替えて、同等またはそれ以下の短手方向の長さを有する商品券等の紙葉類の収
納庫として用いるようにしてもよい。
【００５８】
　また、本実施例では、記念貨幣を発行する際の出金金額の下限値である規定金額は、５
万円であるとして説明したが、排出可能な記念貨幣の額面の金額（上記説明では、硬貨は
５００円、１０００円、紙幣は１００００円）の中の最小金額を規定金額として、記念貨
幣を排出するようにしてもよい。このようにすれば、記念貨幣の入手のみを希望する顧客
に対しても記念貨幣を排出することが可能になる。
　この場合に、上記記念硬貨の排出処理のように２種類の記念硬貨が発行されている場合
において、出金金額として最小金額、例えば５００円が入力された場合は、上記ステップ
Ｓ１０で表示する記念硬貨種別選択画面の「１０００円硬貨」ボタンを非表示にして表示
するようにするとよい。
【実施例２】
【００５９】
　以下に、図２０を用いて本実施例の現金自動預払機について説明する。なお上記実施例
１と同様の部分は、同一の符号を付してその説明を省略する。
　本実施例のホストコンピュータ２には、上記実施例１と同様の勘定方管理プログラムに
、図２０を用いて説明する記念貨幣排出可否判定処理（詳細は後述する。）を実行する機
能を有するアプリケーションプログラム等が追加されたホスト業務実行プログラムが予め
インストールされており、ホストコンピュータ２が実行するホスト業務実行プログラムの
ステップにより本実施例のホストコンピュータ２の各機能手段が形成される。
【００６０】
　また、ホストコンピュータ２の図示しない記憶部には、記念硬貨を排出する際の所定の
条件として、顧客の預金額が一定額以上（本実施例では、５０万円以上）でありかつ定期
預金の契約がなされていること条件とすることが予め設定されて格納されている。
　このため、実施例１で説明した現金自動預払機１の記憶部６への規定金額の格納は、省
略されている。
【００６１】
　以下に、図２０に示すフローチャートを用い、ＳＢで示すステップに従って本実施例の
現金自動預払機１による記念貨幣排出処理における記念硬貨の排出処理の処理動作につい
て説明する。
　本実施例のステップＳＢ１～ＳＢ４の処理動作は、上記実施例１の記念硬貨の排出処理
（図７）のステップＳ１～Ｓ４の処理動作と同様であるので、その説明を省略する。
【００６２】
　ＳＢ５：「円」ボタンの押下により入力された出金金額を認識した制御部５は、ステッ
プＳＢ２で読取ったカード情報を添付した記念硬貨排出可否判定要求を、通信回線３を介
してホストコンピュータ２へ送信する。これを受信したホストコンピュータ２は、添付さ
れたカード情報を基に顧客情報を検索して該当する顧客情報を抽出し、所定の条件、つま
り顧客の預金額である口座残高が一定額以上でありかつ定期預金の契約がなされていると
いう条件が満たされている場合は、排出許可の旨の記念硬貨排出可否判定結果通知を作成
する。また、制御部５は、前記所定の条件の少なくとも一つが満たされていない場合は、
排出不許可の旨の記念硬貨排出可否判定結果通知を作成する。
　記念硬貨排出可否判定結果通知を作成した制御部５は、その記念硬貨排出可否判定結果
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通知を送信元の現金自動預払機１へ通信回線３を介して送信する。これを受信して記念硬
貨排出可否判定結果を取得した現金自動預払機１の制御部５はステップＳＢ６へ移行する
。
【００６３】
　ＳＢ６：記念硬貨排出可否判定結果を取得した制御部５は、取得した記念硬貨排出可否
判定結果が排出許可の旨である場合はステップＳＢ８へ移行する。記念硬貨排出可否判定
結果が排出不許可の旨である場合はステップＳＢ７へ移行する．
　その後のステップＳＢ７～ＳＢ１５の処理動作は、上記実施例１の記念硬貨の排出処理
（図７）におけるステップＳ６～Ｓ１４の処理動作と同様であるので、その説明を省略す
る。
　なお、上記では、本実施例の現金自動預払機１による記念貨幣排出処理における記念硬
貨の排出処理の処理動作について説明したが、実施例１の記念紙幣の排出処理の処理動作
（図１７参照）との相違部分は同様であるので、本実施例の現金自動預払機１による記念
紙幣の排出処理の処理動作の説明は省略する。
【００６４】
　以上説明したように、本実施例では、複数の金種別収納庫を有する現金自動預払機にお
いて、その金種別収納庫の少なくとも一つを、当該金種別収納庫の設定金種を切替えて記
念貨幣を収納する収納庫とし、ホストコンピュータが判定する所定の条件を満たしたとき
に、特定貨幣排出選択画面としての出金金額確認画面を表示し、出金金額確認画面から記
念貨幣の排出が選択されたときに、出金金額から記念貨幣の額面に相当する金額を差引い
た額の貨幣と、記念貨幣とを排出するようにしたので、既存の現金自動預払機を用いて、
通常排出されることのない記念貨幣の排出を容易に行うことが可能になり、金融機関にと
っては大きな宣伝効果が期待される。
【実施例３】
【００６５】
　以下に、図２１および図２２を用いて本実施例の現金自動預払機について説明する。な
お上記実施例１と同様の部分は、同一の符号を付してその説明を省略する。
　本実施例のホストコンピュータ２には、上記実施例１と同様の勘定方管理プログラムが
予めインストールされており、ホストコンピュータ２が実行する勘定方管理プログラムの
ステップにより本実施例のホストコンピュータ２の各機能手段が形成される。
　また、現金自動預払機１の記憶部６には、上記実施例１の記念硬貨の排出処理と同様の
規定金額（本実施例では、５万円）が予め設定されて格納されている。
【００６６】
　以下に、図２１に示すフローチャートを用い、ＳＣで示すステップに従って本実施例の
現金自動預払機１による記念貨幣排出処理における記念硬貨の排出処理の処理動作につい
て説明する。
　金融機関の店舗の係員が、始業時等に現金自動預払機１へ電源を投入すると、現金自動
預払機１の記憶部６に格納されている業務処理実行プログラムが自動的に起動される。
　ＳＣ１：業務処理実行プログラムが起動すると、現金自動預払機１の制御部５は、業務
処理実行プログラムにより、その表示部７の表示画面７ａに上記実施例１と同様の、各種
の取引を選択するための取引選択ボタンおよび英語による画面表記を選択するための「Ｅ
ｎｇｌｉｓｈ」ボタン等の外国語表記選択ボタン等が表示された取引選択画面（図９参照
）を表示して待機する。
【００６７】
　通常表記されている言語とは異なる言語である外国語による各取引画面の表記を希望す
る顧客は、表示画面７ａから言語を選択するために外国語表記選択ボタンを押下する。外
国語による各取引画面の表記を希望しない通常の顧客は、上記実施例１の記念硬貨の排出
処理（図７）のステップＳ１と同様に出金取引を選択し、表示画面７ａから「お引き出し
」の取引選択ボタンを押下する。
【００６８】
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　ＳＣ２：表示画面７ａに表示した選択ボタンの押下を受付けた制御部５は、押下された
選択ボタンを取引選択ボタンと認識した場合はステップＳＣ４へ移行する。押下された選
択ボタンを外国語表記選択ボタンと認識した場合はステップＳＣ３へ移行する。
　ＳＣ３：押下された選択ボタンを外国語表記選択ボタンと認識した制御部５は、表示画
面７ａに、各取引選択ボタンを外国語で表記した図２２に示す外国語取引選択画面を表示
して待機する。
【００６９】
　取引選択画面には、出金取引のための「Ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ」ボタン、入金取引のた
めの「Ｄｅｐｏｓｉｔ」ボタン、振込取引のための「Ｔｒａｎｓｆｅｒ」ボタン、通帳に
未記入の取引データを記帳する通帳記帳取引のための「Ｂｏｏｋｉｎｇ」ボタン、口座残
高を照会する残高照会取引のための「Ｂａｌａｎｃｅ」ボタン等の各種の取引を選択する
ための取引選択ボタンが外国語で表示されている。
　本実施例では、顧客は出金取引を選択し、表示画面７ａから「Ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ」
ボタンを押下する。
【００７０】
　ＳＣ４：上記ステップＳＣ２またはＳＣ３から移行して顧客の選択した取引を出金取引
と認識した制御部５は、表示画面７ａに取引カードの挿入を促す旨の文言等を表示した取
引カード挿入依頼画面を表示する。顧客は、これに従って取引カードをカード取扱部８の
カード挿入口８ａに挿入する。
　このとき、制御部５はカード取扱部８によって、取引カードの磁気ストライプ等に記録
されている顧客の口座番号等のカード情報を読取り、読取ったカード情報を記憶部６に一
時保存する。
【００７１】
　なお、上記ステップＳ１で外国語表記選択ボタンが押下されている場合は、前記取引カ
ード挿入依頼画面の文言等が外国語で表記される。以後表示される取引画面の場合も同様
である。
　その後のステップＳＣ５、ＳＣ６の処理動作は、上記実施例１の記念硬貨の排出処理（
図７）のステップＳ３、Ｓ４の処理動作と同様であるので、その説明を省略する。
【００７２】
　ＳＣ７：「円」ボタンの押下により入力された出金金額を認識した制御部５は、上記ス
テップＳ１で外国語表記選択ボタンが押下されている場合であって、出金金額が排出可能
な記念硬貨の額面の最小金額（本説明では、５００円）以上の場合はステップＳＣ１０へ
移行する。外国語表記選択ボタンが押下されていない場合、または出金金額が排出可能な
記念硬貨の額面の最小金額未満の場合はステップＳＣ８へ移行する。
　ＳＣ８：外国語表記選択ボタンが押下されていない等と判定した制御部５は、ステップ
ＳＣ６で入力された出金金額が規定金額（本実施例では、５万円）以上の場合はステップ
ＳＣ１０へ移行する。出金金額が規定金額未満の場合はステップＳＣ９へ移行する。
【００７３】
　ＳＣ９：出金金額が規定金額未満と判定した制御部５は、上記実施例１の記念硬貨の排
出処理（図７）のステップＳ６と同様にして通常の出金金額確認画面を表示する。顧客は
、表示された出金金額を確認して「確認」ボタンを押下し、これを受付けた制御部５はス
テップＳＣ１２へ移行する。
　ＳＣ１０：上記ステップＳＣ７またはＳＣ８から移行した制御部５は、上記実施例１の
記念硬貨の排出処理（図７）のステップＳ７と同様にして出金金額確認画面を表示する。
顧客は、記念硬貨の排出を選択するときは「記念硬貨希望」ボタンを、記念硬貨の排出を
選択せずに出金金額を確定するときは「確認」ボタンを、取引を中止するときは「取消」
ボタンを押下する。
【００７４】
　その後のステップＳＣ１１～ＳＣ１７の処理動作は、上記実施例１の記念硬貨の排出処
理（図７）のステップＳ８～Ｓ１４の処理動作と同様であるので、その説明を省略する。



(15) JP 6491450 B2 2019.3.27

10

20

30

40

50

　なお、上記では、本実施例の現金自動預払機１による記念貨幣排出処理における記念硬
貨の排出処理の処理動作について説明したが、実施例１の記念紙幣の排出処理の処理動作
（図１７参照）との相違部分は同様であるので、本実施例の現金自動預払機１による記念
紙幣の排出処理の処理動作の説明は省略する。
【００７５】
　以上説明したように、本実施例では、複数の金種別収納庫を有する現金自動預払機にお
いて、その金種別収納庫の少なくとも一つを、当該金種別収納庫の設定金種を切替えて記
念貨幣を収納する収納庫とし、現金自動預払機が、顧客が外国人であるという所定の条件
を満たしたときに、特定貨幣排出選択画面としての出金金額確認画面を表示し、出金金額
確認画面から記念貨幣の排出が選択されたときに、出金金額から記念貨幣の額面に相当す
る金額を差引いた額の貨幣と、記念貨幣とを排出するようにしたので、既存の現金自動預
払機を用いて、通常排出されることのない記念貨幣の排出を容易に行うことが可能になり
、外国人にとっては来日記念となる記念貨幣を容易に入手することができる。
【００７６】
　なお、本実施例では、取引選択画面から外国語表記選択ボタンが押下された場合に、当
該顧客を外国人の顧客と判定するとして説明したが、日本語による表記を理解する顧客で
あって、外国の金融機関が発行したキャシュカードやクレジットカード等の外国取引カー
ドを所持する顧客が、上記ステップＳＣ４でカード取扱部８のカード挿入口８ａに外国取
引カードを挿入した場合に、当該顧客を外国人の顧客と判定するようにしてもよい。
　この場合は、ステップＳＣ７における「ＮＯ」の次ステップとして、挿入されたカード
が通常の取引カードか、外国取引カードかを判定し、外国取引カードの場合はステップＳ
Ｃ１０へ、通常の取引カードの場合はステップＳＣ８へ移行して記念貨幣を排出するよう
にするとよい。
【００７７】
　また、コンビニエンスストアに設置された現金自動預払機のように取引選択画面の前画
面として取引カード挿入依頼画面を表示する現金自動預払機の場合は、そのステップにお
いて当該国で通常用いられている取引カードとは異なるカード種別である外国取引カード
が挿入された場合に、各取引画面を当該外国の言語で表記し、前記と同様にして記念貨幣
を排出するようにするとよい。
【符号の説明】
【００７８】
　１　　現金自動預払機
　２　　ホストコンピュータ
　３　　通信回線
　５　　制御部
　６　　記憶部
　７　　表示部
　７ａ　表示画面
　８　　カード取扱部
　８ａ　カード挿入口
　９　　通帳取扱部
　９ａ　通帳挿入口
　１０　硬貨入出金部
　１１　硬貨入出金口
　１２　硬貨鑑別部
　１３、１３ａ～１３ｆ　金種別硬貨収納庫
　１４　硬貨回収庫
　１５　硬貨搬送部
　２０　紙幣入出金部
　２１　紙幣入出金口
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　２２　紙幣鑑別部
　２３、２３ａ～２３ｄ　金種別紙幣収納庫
　２５　紙幣搬送部
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